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財団法人日本医療機能評価機構から、補償分割金請求用診断書の様式が確定した旨連絡

がありました。 
産科医療補償制度補償金については準備一時金として初回に 6 百万円を給付し、以後、

補償分割金として総額 2千 4百万円を分割して 20歳まで定期的に給付されることになって

います。この制度は、平成 21 年１月からスタートし、認定審査会で認定が始まっています。 
 産科医療補償制度補償請求用専用診断書には初回認定の時の「補償認定請求用」と年 1
回 20 歳まで分割金を請求する今回の「補償分割金請求用」があります。 
「補償認定請求用診断書」は小児神経科専門医か 15 条指定医で小児を扱っている医師が書

くことになっていますが、「補償分割金請求用の診断書」は医師であれば誰でも書けること

になっています。 
なお、診断書作成の際は「補償分割金請求用の診断書作成にあたっての留意事項」を参

考に記入してください。この診断書については実際に運用していく中で、適宜、必要な見

直しを行うことになっており、ご意見があればリハ医学会事務局までご連絡ください。 
 

 
 
 












